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（公印省略）

建設工事の入札・契約手続にあたって一般競争入札によらないことができる

自衛隊施設の調達の実施について（通知）

標記について、「建設工事の入札・契約手続にあたって一般競争入札によらないことが

できる自衛隊施設の調達について」（防経工第３６６１号。６．６．２２。以下「通達」

という。）の第４項に基づき、下記のとおり定めたので通知する。

記

１ 通達の第１項から第３項までの規定は、公共事業の入札・契約手続の改善に関する行

動計画（平成６年１月１８日閣議了解）の＜具体的措置＞Ｉ．２．に定める基準額未満

の調達についても適用するものとする。

２ 通達及び前項に基づき一般競争入札によらないことができる自衛隊施設の調達のう

ち、通達の第１項に該当するものについては、総合評価落札方式、企画競争又は公募型

プロポーザル方式に付するものとし、通達の第２項に該当するものについては、指名競

争入札又は随意契約に付するものとする。


